
淡路市高齢者等の

見守り・SOSネットワーク事業

◆事前登録制度とは？◆

　認知症などの病気により行方不明になる恐れのある方が、事前に本人の身体的特徴や連絡

先、写真などを登録しておく制度です。

7
し

一人一人の状況に応じ

て見守り体制を検討

し、地域での見守りを

行います。

※ご本人が、その人ら

しく暮らすことができ

る地域づくりにつなが

ります。

亭前登録の

メリ噌ト

～ご本人・ご家族の安

心につながります～

謡

」「　鳳 よ　＿

2
、

行方不明になった場合

は依頼を受けて関係機

関や地域の協力者に情

報を発信し、発見活動

をします（登録があっ

ても、自動的に行方不

明時の発見活動をする

ものではありません）。

　行方不明になって急に、ご本人の直近の写真（個人が識別できる鮮明なもの）、身長・

体重・靴のサイズ等の身体的特徴など捜索に必要な情報を準備できないことがありま

す。

　事前登録をしておくと、その情報をもとにスムーズな警察の捜索や地域の発見活動

が行えます。

◆事前登録制度をくわしく知りたい、申し込みたい場合は？◆

淡路市地域包括支授センター　盈0799－64－2745

へ訥問い合わせく歓：い



いざというとき、あわてないために

■認知症等高齢者の行方不明は、とつぜん起こります（買い物に行ったが帰り道がわからな

　くなった等）。

■本人は、混乱や動揺で、ふだん答えられることも答えられなくなったりします。また、自

　分から人に道を聞いたり、助けを求めたりすることができないこともあります。

　　　日頃からのそなえ

～認知症という病気をかかえたら～

1
も

近所やよく行くお店の

人などに①いつもと違

うと感じたら連絡が欲

しい②「これからどこ

へ行くの？」と声をか

けて欲しいなど、ちょ

っとした手助けをお願

いしておきましょう。

2
、

年1回は写真を撮るよ

うにしましょう（顔・

全身）

※行方不明時の捜索に

は直近の写真が必要で

す。

3、

日ノマの金銭管理・財産

管理に不安を感じたら

「福祉サービス利用援

助事業」、「成年後見制

度」を利用する方法も

あります。

◎

◆行方が分からなくなったら◆

ためらわず、早めに警察署に相談しましょう！

相談窓口　艇路警察署　歴0799－72－0770

警察へ早急に行方不明者届を出す意味

日中行方不明になっ
たことが分かり、自
力で探して見つから
ず、タ方になってか
ら警察署に届出。

●時間がたつほど捜
索範囲拡大。発見が
困難に！

●警察犬を導入する
場合、臭いの拡散が
大きくなる。


